
船舶インシデント調査報告書 

令和４年７月６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 令和４年１月１６日 １６時００分ごろ 

発生場所 千葉県銚子市犬吠埼南方沖 

 犬吠埼灯台から真方位１８９°１１.０海里付近 

 （概位 北緯３５°３１.６′ 東経１４０°５０.０′） 

インシデントの概要  プレジャーボートゆかり丸は、漂泊中、船外機が始動できなくな

り、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和４年２月９日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート ゆかり丸、５トン未満（長さ６.３４ｍ） 

２３１－１４６３１茨城、個人所有 

ガソリン機関、船外機、４サイクル、出力８４.６０kＷ、回転数毎

分６,０００、４気筒、ボア７９.０mm、使用燃料ガソリン、平成７

年４月進水 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風速 ２.１m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

日没時刻：１６時４８分ごろ 

 インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、銚子市所在のマリーナ（以下「本

件マリーナ」という。）を出航し、犬吠埼南方沖で漂泊して釣りを行

った後、帰航しようとしたが、セルモータが回らず、船外機が始動で

きなかった。 

 船長は、船外機の始動を繰り返し試みたが始動できず、航行不能と

判断して本件マリーナに連絡しようとしたが、圏外で通話ができなか

った。 

 船長は、日没が近く、次第に風が強まり、気が動転してバッテリ等

を点検することが思い浮かばなかった。 

 本件マリーナは、本船が帰港予定時刻を過ぎても戻らず、船長の携

帯電話に連絡したところ、電話が繋
つな

がらないので、海上保安庁に通報

した。 

 本船は、船長が、航行中の漁船群を認め、信号紅炎を点けて救助を

求めたところ、同群の漁船に発見されて銚子市外川
と か わ

漁港にえい
．．

航され

た。 

本船は、本インシデント後、本件マリーナ整備担当者の点検によ



り、バッテリと船外機間の給電用電線（以下「本件電線」という。）

が老朽化によって断線していることが判明し、同電線が交換されて復

旧した。 

船長は、本船を本インシデントの約８年前に購入して以来、１か月

に１回程度出航していたが、今まで不具合が発生したことがなかった

ので、本件電線の点検を実施したことがなかった。 

本船は、購入以前の本件電線の点検整備時期が不明であった。 

分析 本船は、船長が本船を約８年前に購入して以来、本件電線の点検が

実施されていない中、漂泊中、本件電線が老朽化によって断線したこ

とから、船外機が始動できなくなり、運航不能となったものと考えら

れる。 

原因 

 

 本インシデントは、船長が本船を約８年前に購入して以来、本件電

線の点検が実施されていない中、本船が漂泊中、本件電線が老朽化に

よって断線したため、船外機が始動できなくなったことにより発生し

たものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船舶所有者は、船外機等の電気系統の点検を業者に依頼し、必要

であれば電線等の交換を行うこと。 

 


